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告 示

北海道告示第552号
　平成14年北海道告示第458号（指定希少野生動植物の指定）の一部を次のように改正する。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
　１の事項の表中
　「

植物 キリギシソウ キンポウゲ科

植物 ダイセツヒナオトギリ オトギリソウ科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「
植物 キリギシソウ キンポウゲ科

植物 ダイセツヒナオトギリ オトギリソウ科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　「

植物 ダイセツヒナオトギリ オトギリソウ科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

北海道告示第553号
　平成14年北海道告示第1039号（特定希少野生動植物の指定）の一部を次のように改正する。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
　１の事項の表中
　「

植物 キリギシソウ キンポウゲ科

植物 ユウバリコザクラ サクラソウ科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　「

植物 ユウバリコザクラ サクラソウ科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

北海道告示第554号
　平成16年北海道告示第498号（北海道希少野生動植物の保護に関する条例に基づく指定希
少野生動植物の指定）の一部を次のように改正する。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
　１の事項の表中
　「

動　　　　　物 ヒメチャマダラセセリ セセリチョウ科

動　　　　　物 ウスバキチョウ アゲハチョウ科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
　「

動　　　　　物 ウスバキチョウ アゲハチョウ科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。

北海道告示第555号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、平成30年７月31日、神
竜土地改良区の定款の変更を認可した。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
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北海道告示第556号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　解除予定保安林の所在場所　 　厚岸郡浜中町大津屋沢51（次の図に示す部分に限

る。）
２　保安林として指定された目的　　霧害の防備
３　解 除 の 理 由　　指定理由の消滅
　（「次の図」は、省略し、その図面を北海道釧路総合振興局産業振興部林務課及び浜中町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第557号
　農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和26年
法律第249号）第29条の規定による通知があった。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　解除予定保安林の所在場所　　二海郡八雲町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
３　解 除 の 理 由　　鉄道用地とするため
　（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び八雲町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第558号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　指定施業要件変更予定保安林　　日高郡新ひだか町（次の図に示す部分に限る。）
　　の所在場所
２　保安林として指定された目的　　土砂の崩壊の防備
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高振興局
産業振興部林務課及び新ひだか町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第559号
　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第29条の規定による通知があっ
た。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　指定施業要件変更予定保安林　　樺戸郡浦臼町（次の図に示す部分に限る。）
　　の所在場所
２　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び浦臼町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第560号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第33条第３項の規定に
よる保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第189条
の規定により、その通知の内容を北見市役所の掲示場に掲示した。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　通 知 の 内 容　　平成30年農林水産省告示第1713号
２　所在が不分明な者　　谷方　貞夫、幅崎　京松

公 告
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　地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第３項及び地方公務員等共済組
合法施行規程（昭和37年総理府・文部省・自治省令第１号）第67条の２の規定により、北海
道市町村職員共済組合及び北海道都市職員共済組合から、平成29年度の決算について登載依
頼があった。
　　平成30年８月10日

北海道知事　高　橋　はるみ
北　海　道　市　町　村　職　員　共　済　組　合　公　告

　北海道市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成29年度決算の要旨を公告する。
　　平成30年６月18日

北海道市町村職員共済組合理事長　上　野　正　三
１　組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合 計
22 129 15 96 262

２　組合員数及び標準報酬月額は、次のとおりである。

組　合　員　の　種　別 一般組合員（一般職） 一般組合員（特別職） 市町村長組合員 特定消防組合員 長期組合員 市町村長長期組合員 継続長期組合員 任意継続組合員 合 計 第３号厚生年金被保険者
組合員数（人） 32,558 883 157 4,999 2 9 3 573 39,184 38,562

標準報酬の月額（百万円）
長期 11,957 352 97 1,791 1 6 1 － 14,205

14,176
短期 12,353 359 117 1,791 3 7 － 196 14,826

一人当たり標準報酬の
月額（円）

長期 367,240 399,295 619,426 358,265 620,000 620,000 400,000 － 367,911
367,605

短期 379,421 406,181 743,057 358,271 1,360,000 776,666 － 342,746 378,387

３　組合職員の数は、次のとおりである。 （単位：人）

経理単位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資 計
人 員 33 5 11 10 4 2 65

４　各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
　⑴　損益計算書の要旨 （単位：千円）

区 分 短 期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 経過的長期
預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

（収 入）
負 担 金 12,345,244 32,103,461 1,675,694 218,383 439,494 404,873
掛 金 12,596,824 1,675,677 394,183
組 合 員 保 険 料 19,883,718
施設収入・商品売上 1,197,318 198,996
連 合 会 交 付 金 216,174 977
利 息 及 び 配 当 金 458 191,361 6,024 16,784 10,276 1,137,992 1 41
そ の 他 の 収 入 1,133,576 4,476 2,370 78,747 293,038 227,915 16,553
他経理から繰入金 81,085 224,714
前年度支払準備金 1,810,209
前 期 損 益 修 正 益

計 27,886,311 51,987,179 3,351,371 218,383 191,361 747,253 818,210 1,511,055 1,431,030 228,893 215,590
（支 出）
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給 付 金 11,286,562
役 職 員 給 与 257,715 31,064 82,390 66,950 20,213 11,477
旅 費・ 事 務 費 42,154 8,086 3,973 15,828 2,202 1,828
商 品 仕 入 4,305 198,996
飲 食 材 料 費 154,996
委 託 費 39,930 21,253 137,269 1,906 1,314 2,514
支 払 利 息 191,361 1,162,017 176,118
連 合 会 払 込 金 300,636 9,015
老 人 保 健 拠 出 金 65
退職者給付拠出金 274,374
前期高齢者納付金 6,264,391
後期高齢者支援金 4,694,344
病 床 転 換 支 援 金 25
介 護 納 付 金 2,213,661
負 担 金 払 込 金 32,103,461 1,675,694 218,383
掛 金 払 込 金 1,675,677
組合員保険料払込金 19,883,718
事務費負担金払込金 195,201
他経理への繰入金 81,085 224,714
そ の 他 支 出 1,054,023 177,349 725,609 1,050,912 50,576 4,821 6,246
次年度支払準備金 1,780,193
前 期 損 益 修 正 損 119 12,614

計 27,949,478 51,987,179 3,351,371 218,383 191,361 712,349 798,626 1,433,845 1,521,991 213,683 221,061
差 引 当 期 利 益
（損 失） 金

△ 108,690
0 0 0 0 34,904 19,584 77,210 △ 90,961 15,210 △ 5,471

45,523

　　※短期の差引当期利益（損失）金は上欄は短期分、下欄は介護に係る差引当期利益（損失）金である。
　⑵　貸借対照表の要旨 （単位：千円）

区 分 短 期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 経過的長期
預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資

（資 産）
流 動 資 産 2,832,198 3,087,020 212,765 1,609 242,630 1,051,040 1,191,443 840,543 11,932,222 81,442 630,436
固 定 資 産 9,650,202 10,258 1 3,067,030 72,914,212 8,807,745
繰 延 資 産

計 2,832,198 3,087,020 212,765 1,609 9,892,832 1,061,298 1,191,444 3,907,573 84,846,434 8,889,187 630,436
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（負 債）
流 動 負 債 50,355 3,087,020 212,765 1,609 86,631 77,323 59,607 76,962,030 3,059 24,725
固 定 負 債 1,780,193 9,892,832 284,442 50,650 164,486 95,672 8,035,100 17,595
剰余金又は欠損金 1,001,650 690,225 1,063,471 3,683,480 7,788,732 851,028 588,116

計 2,832,198 3,087,020 212,765 1,609 9,892,832 1,061,298 1,191,444 3,907,573 84,846,434 8,889,187 630,436

北　海　道　都　市　職　員　共　済　組　合　公　告
　北海道都市職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成29年度決算の要旨を公告する。
　　平成30年６月18日

北海道都市職員共済組合理事長　西　川　将　人

１　組合に属する地方公共団体等

市 一部事務組合等 合 計
12 8 20

２　組合員数及び標準報酬月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一 般 組 合 員 市 長 組 合 員 特定消防組合員 継続長期組合員 任意継続組合員 合 計 第三号厚生年金被保険者
組 合 員 数 （ 人 ） 14,128 12 1,887 2 233 16,262 16,025

標 準 報 酬 月 額（ 百 万 円 ）
長期 5,305 7 681 1 5,994 5,992
短期 5,556 10 681 77 6,324

１人当たり標準報酬月額（円）
長期 375,481 590,000 361,118 500,000 373,966 373,924
短期 393,254 830,833 361,118 328,901 388,926

３　組合職員の数は、次のとおりである。 （単位：人）

経 理 単 位 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 計
人 員 20 8 8 9 1 46

４　各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
　⑴　損益計算書の要旨 （単位：千円）

区 分 短 期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 経過的長期
預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（収 入）
負 担 金 5,067,822 13,685,238 702,354 82,447 186,344 288,219
掛 金 5,160,153 8,347,077 702,332 283,642
施設収入・商品売上 452,121
連 合 会 交 付 金 95,208 350
利 息 及 び 配 当 金 52 137,366 23,963 4,522 33,648 702,015 760 1
そ の 他 収 入 523,139 5,066 56,136 71,357
他経理から繰入金 34,644 50,000
前年度支払準備金 746,226

計 11,497,392 22,032,315 1,404,686 82,447 137,366 345,225 576,383 591,905 702,015 72,467 1
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（支 出）
給 付 金 4,780,033
役 職 員 給 与 140,822 61,937 56,493 66,796 5,967
旅 費 ・ 事 務 費 24,812 1,948 819 2,496 918
商 品 仕 入 6,719
飲 食 材 料 費 61,702
委 託 費 200 6,141 709 3,836
支 払 利 息 137,366 520,495 64,218
連 合 会 払 込 金 126,893 3,311
老 人 保 健 拠 出 金 27
退職者給付拠出金 115,541
前期高齢者納付金 2,503,555
後期高齢者支援金 1,958,267
介 護 納 付 金 907,905
負 担 金 払 込 金 13,685,238 702,354 82,447
掛 金 払 込 金 8,347,077 702,332
事務費負担金払込金 82,873
他 経 理 へ 繰 入 金 34,644 50,000
そ の 他 の 支 出 503,358 70,259 432,877 477,386 39,094 1,318
次年度支払準備金 747,597

計 11,677,820 22,032,315 1,404,686 82,447 137,366 318,966 552,903 603,828 632,717 75,732 0
差 引 当 期 利 益 金 △ 180,428 0 0 0 0 26,259 23,480 △ 11,923 69,298 △ 3,265 1

　⑵　貸借対照表の要旨 （単位：千円）

区 分 短 期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 経過的長期
預託金管理 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 財 形

（資 産）
流 動 資 産 2,019,384 1,373,829 94,567 716 539,255 538,953 490,123 618,937 6,083,974 148,159 9,888
固 定 資 産 7,412,052 666 1,750,503 39,557,356 2,966,057
欠 損 金

計 2,019,384 1,373,829 94,567 716 7,951,307 539,619 490,123 2,369,440 45,641,330 3,114,216 9,888
（負 債）
流 動 負 債 479,586 1,373,829 94,567 716 3,076 25,466 29,221 41,628,222 113
固 定 負 債 747,597 7,951,307 170,626 56,501 228,746 58,967 3,068,451
剰 余 金 792,201 365,917 408,156 2,111,473 3,954,141 45,652 9,888
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計 2,019,384 1,373,829 94,567 716 7,951,307 539,619 490,123 2,369,440 45,641,330 3,114,216 9,888

総合振興局告示及び振興局告示

北海道後志総合振興局告示８号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年８月10日

北海道後志総合振興局長　勝　木　雅　嗣
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　⑴ 　ロータリ除雪車（2.6ｍ／3,400ｔ）　　１台（ロータリ除雪車（2.6ｍ／3,400ｔ）１台

と交換）
　⑵ 　凍結防止剤散布車（３ｔ級（乾式）４ＷＤ１台、３ｔ級（湿式）４ＷＤ１台）　　２

台（凍結防止剤散布車（2.5㎥級）１台と交換）
　⑶　小型ロータリ除雪車（1.5ｍ／800ｔ級）　　１台
２　落札を決定した日
　　平成30年７月27日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　１の⑴
　　ア　氏　名　　ナラサキ産業株式会社
　　イ　住　所　　札幌市中央区北１条西７丁目１番地
　⑵　１の⑵及び⑶
　　ア　氏　名　　株式会社NICHIJO
　　イ　住　所　　札幌市手稲区曙５条５丁目１番10号
４　落札金額
　⑴　57,564,000円
　⑵　45,511,200円
　⑶　30,024,000円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成30年６月15日付け北海道後志総合振興局告示第３号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所在地　　小樽市奥沢１丁目21番１号

北海道後志総合振興局告示第９号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年８月10日

北海道後志総合振興局長　勝　木　雅　嗣
１　落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）及び数量
　⑴　複写機等の賃貸借契約その１
　　　デジタル複写機の賃貸借　　１台及び１台当たり　9,194枚
　⑵　複写機等の賃貸借契約その２
　　　デジタル複写機の賃貸借　　２台及び１台当たり　2,336枚
　⑶　複写機等の賃貸借契約その３
　　　デジタルカラー複写機の賃貸借　　５台及び１台当たり　モノクロ　783枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー 1,604枚
２　落札を決定した日
　　平成30年７月31日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　１の⑴及び⑶
　　ア　氏　名　　株式会社フルムラ商会
　　イ　住　所　　小樽市花園２丁目９番11号
　⑵　１の⑵
　　ア　氏　名　　株式会社川端文化堂
　　イ　住　所　　虻田郡倶知安町北１条西２丁目
４　落札金額
　⑴　基本料金 20,600円
　　　複写料金 3.45円
　⑵　基本料金 20,800円
　　　複写料金 3.5円
　⑶　基本料金 17,000円
　　　複写料金（カラー） 25.0円
　　　複写料金（モノクロ）　　3.45円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成30年７月６日付け北海道後志総合振興局告示第６号
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７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所在地　　小樽市奥沢１丁目21番１号

北海道オホーツク総合振興局告示第129号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年８月10日

北海道オホーツク総合振興局長　藤　田　　　二
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　　連続式摩擦係数測定車　　１台
２　落札を決定した日
　　平成30年７月27日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　第一実業株式会社
　⑵　住　所　　東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地
４　落札金額
　　32,940,000円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成30年６月15日付け北海道オホーツク総合振興局告示第103号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所在地　　網走市北７条西３丁目

道 立 病 院 局 告 示

北海道道立病院局告示第29号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　平成30年８月10日

北海道病院事業管理者　鈴　木　信　寛
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称（１包装当たりの単価）及び調達予定数量

　　ア 　調達をする物品等の名称　　注射薬（１％プロポフォール注「マルイシ」）ほか
181品目

　　イ　調達予定数量　　入札説明書及び仕様書による。
　　　182品目については、それぞれの入札とする。
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契 約 期 間　　平成30年10月１日から平成31年３月31日まで
　⑷　納 入 場 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれにも該当すること。
　⑴ 　平成27年北海道告示第726号、平成29年北海道告示第18号又は平成30年北海道告示第

15号に規定する物品の購入の資格（医薬品）を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶ 　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷ 　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律（昭和35年法律第

145号）第24条第１項に規定する卸売販売業の許可を受けていること。
３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴ 　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。

　　ア　申 請 の 時 期　 　平成30年８月10日（金）から同年９月６日（木）まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

　　イ　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西７丁目
　　　　　　　　　　　　　　北海道庁別館３階北海道道立病院局経営改革課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道道立病院局経営改革課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区北３条西７丁目　北海道庁別館４階道立病院局

会議室（送付による場合は、郵便番号 060－8588　札幌市中央
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区北３条西７丁目　北海道道立病院局経営改革課）
　⑵　入 札 日 時　 　平成30年９月20日（木）午前10時30分（送付による場合は、

同月19日（水）までに必着）
　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書及び入札参加資格に係る審査申請書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、北海道道立病院局のホームページ（http://www.pref.

hokkaido.lg.jp/db/bkk/kaiirekariire2.htm）において、ダウン
ロードすることができる。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
　 　品目ごとに落札者を決定することとし、有効な入札をした者のうち、入札金額（単価）
が北海道道立病院局財務規程（平成29年北海道病院事業管理規程第18号）第242条の規定
によりその例によることとされる北海道財務規則（昭和45年北海道規則第30号）第151条
第１項の規定により定めた予定価格（単価）の制限の範囲内であって、かつ、最低の価格
（単価）であるものを落札者とする。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　⑴ 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置

を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
　⑵ 　落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締

結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結でき
ないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

10　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑸、⑺、⑽、⑾及び⒀から⒂までによるほか、
次による。
　　契約に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道道立病院局経営改革課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 060－8588　札幌市中央区北３条西７丁目
　⑶　電 話 番 号　　011－204－5295
11　Summary
　Ａ　 Nature and quantity of the products to be procured : Internal medicines and so on 

182 items
　Ｂ　Bid tendering date and time : 10 : 30 A.M., September 20, 2018
　　　(If mailed, bids must arrive no later than September 19, 2018)
　Ｃ　 Contact : Bureau of Prefectural Hospitals, Hokkaido Government, Kita 3-jo Nishi 

7-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan
　　　Phone : 011-204-5295

道 警 察 署 告 示

札幌方面小樽警察署告示第９号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第372号）の適用を受ける。
　　平成30年８月10日

北海道札幌方面小樽警察署長　白　取　　　昇
１　入札に付する事項
　⑴ 　調達をする特定役務の名称及び数量　　警備艇「いしかり」機関部定期検査整備　一

式
　⑵　調達をする特定役務の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契 約 期 間　　契約締結日の翌日から50日間
　⑷　履 行 場 所　　契約担当者等が指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれにも該当すること。
　⑴ 　平成27年北海道告示第726号、平成29年北海道告示第18号又は平成30年北海道告示第

15号に規定する物品の購入（産業用機械器具類の機械修繕に限る。）又は船舶の建造又
は修理のいずれかの資格を有すること。

　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶ 　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷ 　ゼネラルモーターズ製ＧＭ16Ｖ－92ＴＡ型の分解検査及び修理について、当該内燃機

関の製造業者と業務提携していること。
　⑸ 　日本国内において、契約担当者等の求めにより北海道警察の職員の立会いの下に、検

査に応じられること。
３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴ 　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ
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る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷及び⑸に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。

　　ア　申 請 の 時 期　 　平成30年８月10日（金）から同年９月18日（火）まで（日曜
日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

　　イ　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 047－0033　小樽市富岡１丁目７番１号
　　　　　　　　　　　　　　北海道札幌方面小樽警察署会計課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道札幌方面小樽警察署会計課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　小樽市富岡１丁目７番１号　北海道札幌方面小樽警察署３階

会議室（送付による場合は、郵便番号 047－0033　小樽市富岡
１丁目７番１号　北海道札幌方面小樽警察署会計課）

　⑵　入 札 日 時　 　平成30年９月25日（火）午後１時30分（送付による場合は、
同日午前10時までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書及び仕様書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量100グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　　 　また、北海道札幌方面小樽警察署のホームページ（http : //
www.otaru-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/）においてダウン
ロードすることができる。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否

　 　落札者の決定方法は平成16年北海道告示第448号の２の⑵のアによることとし、契約書
の作成は要する。

９　落札者と契約の締結を行わない場合
　⑴ 　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置

を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
　⑵ 　落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締

結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結でき
ないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。

10　そ の 他
　 　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑷、⑺、⑽、⑾及び⒀から⒂までによるほか、
次による。

　　契約に関する事務を担当する組織
　⑴　名 称　　北海道札幌方面小樽警察署会計課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 047－0033　小樽市富岡１丁目７番１号
　⑶　電 話 番 号　　0134－27－0110　内線 230
11　Summary
　Ａ　 Nature and quantity of the services to be procured : Patrol Boat ISHIKARI (Model 

General Motors GM16V-92TA) engine inspection and repair services : 1 set
　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., September 25, 2018
　　　(If mailed, bids must arrive no later than 10 : 00 A.M., September 25, 2018)
　Ｃ　 Contact : Finance Division, Hokkaido Sapporo Area Otaru Police Station, Tomioka 

1-chome 7-1, Otaru, Hokkaido 047-0033 Japan
　　　Phone : 0134-27-0110 Extension 230
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